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    告     示 

和歌山県告示第1494号 

 インターネット基盤システム構築及び賃貸借について、一般競争入札により落札者を決定したので、地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号。以下「特例政

令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌

山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

インターネット基盤システム構築及び賃貸借 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県企画部企画政策局情報政策課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 落札者を決定した日 

平成29年11月24日 

4 落札者の氏名及び住所 

NTT・JECCインターネット基盤システム構築及び賃貸借に係るコンソーシアム 

（代表者）西日本電信電話株式会社 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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大阪府大阪市中央区馬場町3番15号 

（構成員）株式会社JECC 

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 

5 落札金額 

232,143,300円（うち消費税及び地方消費税の額17,195,800円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

平成29年10月13日 

 

和歌山県告示第1495号 

 平成29年度和歌山県住民基本台帳ネットワークシステム通信機器等賃貸借について、一般競争入札によ

り落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年

政令第372号。以下「特例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

平成29年度和歌山県住民基本台帳ネットワークシステム通信機器等賃貸借 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県企画部企画政策局情報政策課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 落札者を決定した日 

平成29年11月30日 

4 落札者の氏名及び住所 

NECAP/NESICコンソーシアム 

（代表者）NECキャピタルソリューション株式会社 

東京都港区港南二丁目15番3号 

（構成員）NECネッツエスアイ株式会社 

東京都文京区後楽二丁目6番1号 

5 落札金額 

411,264円（うち消費税及び地方消費税の額30,464円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

平成29年10月20日 

 

和歌山県告示第1496号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があったの

で、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、平成30年1月4日まで縦覧に供する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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1 申請年月日 

平成29年11月30日 

2 名称 

特定非営利活動法人ロッツ 

3 代表者の氏名 

木下陽子 

4 主たる事務所の所在地 

和歌山県岩出市東坂本69番地の1 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、福祉・医療に関する何らかの援助を必要とする方、もしくは援助を行うのに必要な技能

又は人材等を必要としている個人又は事業所に対して、福祉・医療サービス及び、人材教育・人材派遣

等に関する事業を行い、社会福祉サービスの推進に寄与する事を目的とする。 

 

和歌山県告示第1497号 

 平成29年台風第21号により発生した災害について、災害救助法（昭和22年法律第118号）第13条第1項の

規定により、救助に係る知事の職権の一部である、避難所及び応急仮設住宅の供与、炊き出しその他によ

る食品の給与等を平成29年10月21日から新宮市長が行うこととし、救助の実施期間については、災害救助

法施行令（昭和22年政令第225号）第3条第1項及び第5条の規定に基づき、災害救助法による救助の程度、

方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年内閣府告示第228号）に定める期間とする。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第1498号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項の規定により指定居宅サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第78条第1号の規定に基づき公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期間の
満 了 の 日

30717008

96 

ウォーターワンデイ

サービス株式会社 

一織庵デイサービス

打田 

和歌山県紀の川市中井

阪358番地2 

通所介護 平成 

29.12.1 

平成 

35.11.30 

 

和歌山県告示第1499号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項及び第53条第1項の規定により指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の

規定に基づき公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期間の
満 了 の 日

30614901

51 

株式会社和歌山式典 訪問看護ステーショ

ンkana 

和歌山県海南市船尾17

9-26 ブランノワール

訪問看護 

 

平成 

29.12.1 

平成 

35.11.30 
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   船尾101 介護予防訪問

看護 

平成 

29.12.1 

平成 

35.11.30 

30717009

04 

株式会社杉本組 デイサービス花桃 和歌山県紀の川市桃山

町元969-1 

通所介護 

 

介護予防通所

介護 

平成 

29.12.1 

平成 

29.12.1 

平成 

35.11.30 

平成 

30.3.31 

30718007

20 

株式会社ソワン ヘルパーステーショ

ン小春の里 

和歌山県岩出市山田6-

2 

訪問介護 

 

介護予防訪問

介護 

平成 

29.12.1 

平成 

29.12.1 

平成 

35.11.30 

平成 

30.3.31 

 

和歌山県告示第1500号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定

したので公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害児通所支援

の  種  類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3050100

936 

児童発達支援ポ

ニー 

和歌山市鷺ノ森堂

前丁21番地 

児童発達支援 特定非営利活動

法人和歌山勝手

連ネットワーク

和歌山市新在家150

番地 

平成 

29.12.1 

   放課後等デイサー

ビス 

  

   保育所等訪問支援   

 

和歌山県告示第1501号 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第1項に規定する医師を次のとおり指定した。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定医師名 診療科目 医療機関名 
医療機関

の所在地

指 定 

年月日 

診断する身体障害の種類 

視 
 

覚

聴 
 

覚

平 
 

衡

音
声
言
語

そ
し
ゃ
く

肢 
 

体

心 
 

臓

腎 
 

臓

呼 
 

吸

ぼ
う
こ
う

又
は
直
腸

小 
 

腸

免 
 

疫

肝 
 

臓

中村秀也 

内科 

循環器内

科 

腎臓内科 

上富田クリニ

ック 

西牟婁郡

上富田町

朝来1407

-1 

平成 

29.12.4 
〇    

小原俊央 消化器科 紀南病院 

田辺市新

庄町46番

地の70 

平成 

29.12.4 
    〇

中井博章 外科 有田市立病院 

有田市宮

崎町6番

地 

平成 

29.12.4 
  〇  

中西陽子 
脳神経外

科 

独立行政法人

国立病院機構

南和歌山医療

センター 

田辺市た

きない町

27番1号

平成 

29.12.4 
〇     
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和歌山県告示第1502号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011700

535 

セントケア那賀 岩出市川尻14-1 同行援護 セントケア和歌

山株式会社 

和歌山市紀三井寺8

40-39 

平成 

29.12.1 

 

和歌山県告示第1503号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011700

592 

訪問介護ステー

ションりんく 

紀の川市打田10

96-1-108 

同行援護 特定なし 株式会社Link 紀の川市畑野上

316-3 

平成 

29.12.1 

 

和歌山県告示第1504号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011700

600 

ケアランド紀の

川 

紀の川市豊田43

-5 

同行援護 特定なし 株式会社和通 和歌山市黒田27

9-4 

平成 

29.12.1 

 

和歌山県告示第1505号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011800

392 

ヘルパーステー

ション小春の里 

岩出市山田6-2 居宅介護 

重度訪問介護

特定なし 株式会社ソワ

ン 

岩出市西国分79

3-1 

平成 

29.12.1 

 

和歌山県告示第1506号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模
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小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項の規定により公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては代表者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称（4）この公告に係る大規模小売

店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見」を記載した意見書

を、本日から4月以内に和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように提出するこ

と。 

 なお、提出された意見は法第8条第3項の規定により公告し、縦覧に供する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店 

和歌山県和歌山市川辺220番 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役 橘正喜 

東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 

3 変更した事項 

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

（変更前）三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役 川村嘉則 

東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 

（変更後）三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役 橘正喜 

東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 

4 変更年月日 

平成29年6月27日 

5 変更した理由 

代表者の変更のため 

6 届出年月日 

平成29年11月30日 

7 届出の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市産業まちづくり局産業部商工振興課（和歌山市七番丁23番地） 

8 届出の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

縦覧期間 平成29年12月12日から平成30年4月12日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第1507号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第8条第1項の規定により和歌山市から聴取した意見の概

要について、同条第3項の規定により公告する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ケーズデンキ和歌山北店 

和歌山県和歌山市狐島588-1 

2 意見の対象となった届出に係る告示 

平成29年和歌山県告示第982号 
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3 意見の概要 

（1）予測結果に反し、駐車場等からの影響により等価騒音レベルが環境基準値を超え、近隣住民から苦

情の申立てがあれば、対策を検討してください。 

（2）通学路の安全確保に十分注意してください。 

4 意見の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市産業まちづくり局産業部商工振興課（和歌山市七番丁23番地） 

5 意見の縦覧期間及び縦覧できる時間帯 

縦覧期間 平成29年12月12日から平成30年1月12日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第1508号 

 次のように保安林の指定の解除をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1

項の規定により、告示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 解除予定保安林の所在場所 伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬字曽我岩1734の2、字切谷1768の2、1770

の3 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 解除の理由 指定理由の消滅 

 

和歌山県告示第1509号 

 次のように保安林の指定の解除をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1

項の規定により、告示する。 

  平成29年12月12日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 解除予定保安林の所在場所 伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬字切谷1768の4、1770の4 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 解除の理由 道路用地とするため 
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